
目 次

◇ 告 示 生産事業者の登録の失効 (242) (森林保全課) １

基本測量の終了 (243) (管理課) １

公共測量の終了 (３件) (224～246) (〃) ２

告 示

鳥取県告示第242号

林業種苗法 (昭和45年法律第89号) 第14条第１項の規定に基づき､ 次の生産事業者の登録が失効したので､ 同

法第16条第１項の規定により告示する｡

平成14年４月12日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第243号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第２項の規定に基づき､ 国土交通省国土地理院長から次のとおり基本

測量を終了した旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により告示する｡

平成14年４月12日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作 業 種 類 基本測量 (１：25,000地形図修正測量)

２ 作 業 地 域 鳥取県全域

３ 終了年月日 平成14年３月20日
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198 藤田澄賀夫 八頭郡船岡町大字

橋本117

穂の採取並びに幼

苗及び幼苗以外の

苗木の育成

藤田澄賀夫苗畑 八頭郡船岡町大字

橋本



鳥取県告示第244号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき､ 東伯町長から次

のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ

り告示する｡

平成14年４月12日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作 業 種 類 公共測量 (東伯町下水道平面図作成)

２ 作 業 地 域 東伯郡東伯町

３ 終了年月日 平成14年３月15日

鳥取県告示第245号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき､ 国土交通省中国

地方整備局出雲工事事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39条において準

用する同法第14条第３項の規定により告示する｡

平成14年４月12日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作 業 種 類 公共測量 (河川管理)

２ 作 業 地 域 米子市陰田町地先から境港市渡町地先まで (中海に接する区域に限る｡)

３ 終了年月日 平成14年３月22日

鳥取県告示第246号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき､ 広島防衛施設局

長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39条において準用する同法第14条第３項の

規定により告示する｡

平成14年４月12日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作 業 種 類 公共測量 (財産管理のため)

２ 作 業 地 域 米子市大篠津町地内

３ 終了年月日 平成14年３月28日
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